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平成 20 年度 CDM/JI 実現可能性調査 報告書 概要版 

 
調査名 

シンガポール・下水汚泥焼却ＣＤＭ事業調査 

 
団体名 

株式会社日本総合研究所 
 
１．プロジェクトの概要 

(1)ホスト国、地域 

   シンガポール、シンガポール本島西端 Tuas 工業地域 

     
(2)プロジェクトの概要 

   シンガポールでは下水処理場から発生した下水汚泥の全量をシンガポール本島東端の Changi 下

水汚泥埋立処分場に運搬し、埋立投棄している。Changi 下水汚泥埋立処分場では、投棄下水汚泥が

嫌気性分解し、メタンガスが発生しており、フレアリング等の処理を施さないまま大気中に放出さ

れている。 

本プロジェクトでは、現在 Changi 下水汚泥埋立処分場に投棄されている下水汚泥の全量につい

て、シンガポールの廃棄物処理会社である ECO 社が、シンガポール本島西端の Tuas 工業地帯にお

いて焼却処理する。これにより投棄量を焼却灰のみに減容化するとともに、大気中に放出している

メタンガスをゼロにすることができる。 

本プロジェクトで利用する技術は、下水汚泥の乾燥・焼却技術である。ECO 社（ECO Industrial 

Environmental Engineering Pte. Ltd.）が導入する焼却技術は、日本国内において多くの実績を

もつ高性能焼却装置である日本メーカーのボルテックス焼却炉である。ボルテックス焼却炉は、炉

内にある撹拌回転アームの下部から、火吹竹の原理で燃焼に必要な空気を噴出し、処理物を撹拌さ

せながら完全燃焼させる技術である。また、焼却の過程で発生する熱は、乾燥工程に利用する。 

プロジェクトは 2009 年 4 月から開始される予定で、現在焼却施設などの建設工事中である。 

     
２．調査内容 

(1)調査課題 

本プロジェクトの調査課題は、調査会指示には次の通り設定していた。 

・ ホスト国の CDM 承認プロセス 

・ ホスト国の廃棄物処理／下水処理方法の現状 

・ ベースライン設定方法 

・ 追加性の確認 

・ 適用できる方法論の確認（適用条件の確認） 

・ モニタリング手法の検討（現地カウンターパートの能力確認など） 

・ 温室効果ガス削減量の推定 

・ 環境影響評価 

・ 利害関係者からの当該プロジェクトへの評価 

・ 経済性分析 

・ プロジェクト化に向けた課題の洗い出し 
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(2)調査実施体制 

   ＜鹿島建設＞ 

現地調査、プロジェクト実施サイトにおける実測、化学分析を行うほか、本調査に必要なデー

タ収集やヒアリング調査、PDD 作成などのサポートを行う。 

＜ECO 社＞ 

    本プロジェクトの実施者。プロジェクトに対して投資するほか、プラントの運転・モニタリン

グなどを担当する。 

 
(3)調査の内容 

本調査の内容と結果の概略は次の通りである。 

 

＜現地調査＞ 

現地において日本側協力機関である鹿島建設との協働により、CDM 化に必要な情報、データを

収集した。現地調査の内容については別添する出張報告書を参照のこと。 

 

＜ベースラインシナリオに関する調査＞ 

本プロジェクトのベースライン方法論を検討･立案した。本事業においては、承認方法論 AM0025

の適用が可能と確認できた。 

 

＜モニタリング手法･計画に関する調査＞ 

本プロジェクトにおける妥当なモニタリング手法を明らかにし、モニタリング計画を立案した。

本事業においては、承認方法論 AM0025 に基づいて実施することが可能であった。 

 

＜プロジェクト実施期間及びクレジット獲得期間に関する調査＞ 

プロジェクト実施期間／クレジット獲得期間を検討し、設定した。本件では ECO 社が実施する

下水汚泥焼却処理事業の実施期間に設定することが妥当であると結論づけた。 

 

＜温室効果ガス排出量計算に関する調査＞ 

現地調査での実測データや、ホスト国が保有するあるいは国際的に認められているデフォルト

値、パフォーマンス値を基に、プロジェクトバウンダリー内におけるプロジェクト実施ケースに

おける温室効果ガス排出量を定量化した。また、リーケージについても検討した。 

 

＜環境影響に関する調査＞ 

本事業により回避・軽減が期待できる環境影響としては、次のような点が確認できた。 

・ メタンガスによる悪臭・大気汚染の回避／低減 

・ 埋立処分場周辺域の水質悪化の回避／低減 

また、本プロジェクトではホスト国における環境影響評価の実施が必要でないことが確認でき

た。 

 

＜その他の間接影響に関する調査＞ 

本事業の特徴を考慮しながら、社会的、文化的、経済的側面等における間接影響を検討した。

その結果、周辺諸国（東南アジア諸国）への波及効果などが考えられた。 

 

＜利害関係者のコメントに関する調査＞ 

関連する政府（NEA（国家環境庁）、PUB（公共事業庁））や事業者（ECO 社）に対するヒアリン

グ調査を実施した。また、CDM 化プロセスの一環として、利害関係者ミーティングを実施した。

その結果、本プロジェクトに対して高評価を確認することができた。 

 

＜資金計画に関する調査＞ 

事業者との協議に基づいて、本事業を実施するために必要な経費や収入を試算した。具体的に



は IRR（Internal Rate of Return）を算出し、感度分析などを行いプロジェクトの事業性を評価

した。その結果、本プロジェクトはクレジット収入なしでは事業性が低いことが確認できた。 

 

＜PDD の作成＞ 

PDD を作成した。 

 

  ＜温暖化対策と公害対策のコベネフィット実現方法及び指標化に関する調査＞ 

下水汚泥焼却によって回避される埋立処分場への投棄量や焼却灰の量を指標とすることなどを

検討し、定性的な評価も含めた複合的な評価指標を開発した。 

 

 
３．プロジェクトの事業化 

(1)プロジェクトバウンダリー及びベースラインの設定 

   ＜プロジェクトバウンダリー＞ 

本プロジェクトのバウンダリーは、下水汚泥乾燥・焼却施設とそれに付帯する排ガス・廃水処

理施設である。 
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＜適用方法論＞ 

本プロジェクトで適用する方法論は、承認済み方法論 AM0025 “Avoided emissions from 

organic waste through alternative waste treatment processes (version 11)”である。 

本方法論は、ベースラインとして埋立地において有機性廃棄物の嫌気性分解により温室効果ガ

スであるメタンが発生している状況を想定しており、方法論に規定された中間処理手法を用いた

プロジェクト活動によりメタン発生の回避を図るものである。また、廃棄物の管理状況や中間処

理手法の義務の有無など適用条件が定められている。本プロジェクトでは、方法論に規定された

「廃棄物を焼却し、その熱や電力を利用」に合致し、適用条件を全て満たしている。 

 

  ＜ベースラインの設定＞ 

本プロジェクトでは、プロジェクト活動がなかった場合の廃棄物の廃棄及び処理の代替案とし

て、「M1：CDM による収入がなかった場合の下水汚泥の焼却事業」、「M2：下水汚泥のコンポスト化」、

「M3：下水汚泥の溶融」、「M4：処分場ガス回収を伴う下水汚泥の埋立処分場への投棄」、「M5：処

分場ガス回収を伴わない下水汚泥の埋立処分場への投棄」の 5 つが想定される。M1 については、

投資分析の結果事業性がなく、M2 はコンポストの需要がないため事業性に乏しく、M3 は M1 より

も高額な費用がかかるため事業性がなく、M4 は全く収入がないため事業性がない、ことから本プ
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ロジェクトのベースラインは、「M5：処分場ガス回収を伴わない下水汚泥の埋立処分場への投棄」

に設定できる。 

 

   ＜リーケージ＞ 

    本プロジェクトにおけるリーケージとしては、(A)輸送増加によるリーケージ排出量と(B) 焼

却灰中の残存炭素によるリーケージ排出量、が存在する。(A)については、各輸送経路を使用す

るトラックの延べ走行距離を考慮した結果、排出量が減少することが分かったので、リーケージ

はゼロとする。また、(B)については焼却灰に含まれる残存炭素量を 1％と仮定して算出した。 

 
(2)モニタリング計画 

   AM0025 のモニタリング方法論では、ベースライン排出量の算定に係る乾燥・焼却プラントへ搬入

された下水汚泥の量をトラックスケールで測定する。また、プロジェクト排出量の算定に係るプロ

ジェクト活動に伴う電力、燃料の消費量、排ガス量、排ガス中のメタンおよび亜酸化窒素濃度、ま

たリーケージ排出量の算出に係る焼却灰中の炭素含有率などを直接測定する。モニタリング項目は

下表の通りである。 

 
パラメータ 定義 データ元/計測方法 頻度 

EGPJ,EF,y 使用電気量（MWh/年) 
計測および 

請求明細書 
継続的に 

Fcons,y 助燃剤として使用した天然ガス量（t/年） 同上 同上 

SGy 排ガス量（m3/年） 計測 同上 

MCN2O,y 排ガス中の亜酸化窒素濃度（t-N2O/m
3） 同上 年 4回 

MCCH4,y 排ガス中のメタン濃度（t-CH4/m
3) 同上 同上 

Wx
乾燥・焼却プラントにおいて処理される下水

汚泥の量（t/年） 
同上 継続的に 

Aresidual 焼却灰（t/年） 同上 同上 

FCresidual 焼却灰に含まれる炭素量（％） 同上 年 4回 

 
(3) 温室効果ガス削減量 

本プロジェクト実施による温室効果ガス排出削減量は下表のとおりとなる。プロジェクトの初年

度である2009年は9ヶ月、プロジェクトの 終年となる2019年は3ヶ月でそれぞれ計算しており、

合計 10 年のプロジェクト期間となる。 

 

年 

ベースライン 

排出量 

[t-CO2/年] 

プロジェクト 

排出量 

[t-CO2/年] 

リーケージ 

排出量 

[t-CO2/年] 

排出削減量 

[t-CO2/年] 

2009（4 月～12 月） 34,933 5,765 646 28,521 

2010 69,993 7,687 862 61,444 

2011 93,495 7,687 862 84,946 

2012 109,249 7,687 862 100,700 

2013 119,809 7,687 862 111,260 

2014 126,888 7,687 862 118,339 

2015 131,632 7,687 862 123,083 

2016 134,813 7,687 862 126,264 

2017 136,945 7,687 862 128,396 

2018 138,374 7,687 862 129,825 

2019（1 月～3 月） 34,833 1,922 216 32,695 

計 1,130,964 76,900 8,620 1,045,473 
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(4) プロジェクト期間・クレジット獲得期間 

   プロジェクト期間、クレジット獲得期間ともに、2009 年 4 月～2019 年 3 月である。この期間は、

ECO 社が下水汚泥処理事業を委託された期間である。 

 

(5)環境影響・その他の間接影響 

   本プロジェクトの温室効果ガス排出削減のほかに考えられる環境改善効果として、下水汚泥を

焼却することによる埋立処分量の大幅な削減が挙げられる。また、プロジェクト実施サイト周辺

は工業地帯であり、発電施設、焼却施設等が隣接しているため、プロジェクト実施に伴い周辺環

境に大きな影響環境影響はないと思われる。 

本プロジェクトで使用する焼却炉は日本の技術を導入するもので、SOx、NOx等の排出量は、基

準値に較べて十分に小さいものとなっており、環境への影響は極めて小さい。排ガスや廃水はス

クラバーや処理装置で適切に処理され、焼却灰はSemakau埋立処分場に処分される。 

シンガポールの環境汚染管理法（EPCA）のセクション 36 には、環境影響が想定される事業を

行う際には環境影響評価（PCS、Pollution Control Study）を実施することが明記されている。

しかし、本プロジェクトでは発生する下水汚泥が有害物質ではないこと、および上述したように

先進技術を用いて環境負荷が極めて小さいことから、NEA の汚染管理局（PCD、Pollution Control 

Department）より PCS 実施の免除を得ている。 

したがって、本プロジェクトの環境影響は非常に小さいということができる。 

 
(6)利害関係者のコメント 

   本プロジェクトの実施にあたって、利害関係者（機関）に対してヒアリングしコメントを聴取し

た。また、2008 年 9 月 4 日には利害関係者ミーティング（隣接する工場、NGO、関係政府機関、大

学、メディア等を招待）を実施しており、ミーティング参加者からの質問事項等も本章に記載する。 

 

  ＜NEA（国家環境庁）＞ 

・ 下水汚泥の処理、埋立管理等に関する法令に関して確認を行ったところ、ベースライン、

準拠率に影響するものはない。 

・ シンガポール DNA としても実績を作っていきたいため、本プロジェクトに対して DNA の役

割の範囲内で 大限のサポートをしていきたい。また進展について報告してもらいたい。 

・ 提出された PDD、PIN に問題がなく、適用条件をクリアしていれば、 短で約 1ヶ月で政府

承認が得られる。 

 

  ＜PUB＞ 

・ PDD 作成のために必要な現地調査、各種情報提供に関して協力する。 

・ 有効化審査、国連登録の段階で情報開示、インタビュー等の可能性があることについても

よく理解した。 

 

  ＜利害関係者ミーティング＞ 

・ ミーティング後、対応が求められるような事項はなく、出席者の本プロジェクトへの支持

を確認できた。 

 シンガポール国内に広く意義を訴えかけるだけでなく、シンガポールから東南アジア諸



国にどうようのプロジェクトを広げていくという視点はすばらしい。積極的に広報して

いくべきだ。（NGO） 

 日本政府から補助金をもらっていることは力強い。日本からの技術移転で事業が実施さ

れ、日本に排出権が移転されるのであれば非常にきれいなスキームである。（学識） 

 
(7)プロジェクトの実施体制 

プロジェクトの実施体制は、シンガポール側から ECO 社、PUB、日本側からは鹿島建設、日本総

合研究所、三井住友銀行の 5 社・団体である。ECO 社はプロジェクト実施者であり自ら投資する。

鹿島建設と日本総合研究所は国連登録までのサポートを実施し、三井住友銀行は排出権の移転に関

する業務を担当する。PUB は下水汚泥処理事業の発注元であるため側面からサポートする。 

 

日本総合研究所

プロジェクト

【日本側】 【シンガポール側】

調査、PDD作成

情報提供

投資
運転・実施

鹿島建設

ＥＣＯ社 ＰＵＢ

調査協力
PDD作成支援

調査協力

調査協力

三井住友銀行

排出権
移転支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(8)資金計画 

  本プロジェクトにおける初期投資（設備費及び工事費など）に関しては、ECO 社の自己資金によ

って調達する。詳細は、(9)経済性分析のキャッシュフロー表を参照。 

 
(9)経済性分析 

クレジット収入なしの場合の IRR は、4.36％となった。シンガポールのプライムレート 5.33％

（2007 年）を下回る低い水準であり、事業性が低いプロジェクトであると言える。クレジット以外

の収入として廃棄物処理収入が存在するが、これは ECO 社と PUB との契約の中で 10 年間固定価格

と定められている。したがって、本プロジェクトでは収入を増やすことで事業性改善を図ることは

できない。一方、コストカットについても主要な支出項目である電力料金や天然ガス料金は、近年

上昇傾向にあり、大幅な削減は望めない。以上から、本プロジェクトが持続可能な収益をあげるプ

ロジェクトとして成立するためには、CDM 化を実現させ、クレジット収入を得ることが必須である

といえる。 

一方、クレジット収入ありの場合のIRRは、11.73％（クレジット価格は 10[€/t-CO2]と想定）とな

った。クレジット販売による収入が大きく事業性に影響をあたえることから、クレジットの販売価

格に関するIRRの感度分析を行った。10％超の収益率を維持するためには、8[€/t-CO2]以上の価格で

クレジットを売却する必要があることが分かった。 
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「クレジット収入なし」のキャッシュフロー （単位は S$） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「クレジット収入あり」のキャッシュフロー （単位は S$） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10)追加性の証明 

本プロジェクトの追加性を証明するため、CDM 理事会による“追加性の評価と証明のためのツー

ル(Tool for the demonstration and assessment of additionality) version 05.2”を使用する。 

 

＜STEP1：プロジェクトの代替手段の同定＞ 

代替案として、次の M1～M5 のシナリオが想定できる。 

・ M1：CDM による収入がなかった場合の下水汚泥の焼却事業 

・ M2：下水汚泥のコンポスト化 

・ M3：下水汚泥の溶融 

・ M4：処分場ガス回収を伴う下水汚泥の埋立処分場への投棄 

・ M5：処分場ガス回収を伴わない下水汚泥の埋立処分場への投棄 

上記シナリオは全てシンガポール国の法規制を遵守したものである。 

 

＜STEP2：投資分析 または STEP3：障害分析＞ 

提案されたプロジェクトを CDM 事業として実施しない（クレジットの売却益を考慮しない）こと

が可能か否かを検証する。シンガポール国では本プロジェクトの比較対象となる代替プロジェクト

がないことから、追加性マニュアルに示された検証方法から、「オプションⅢ：ベンチマーク分析

（CDM 以外の収入も見込める場合）」を採用する。 

本プロジェクトに も適切な財務指標として、IRR を採用して検討する。なお、評価指標（ベン

チマーク）はシンガポール国のプライムレート（2007 年）5.33%とし、IRR 算出に必要な前提条件

は次表の通りである。 
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項目 条件 項目 条件 

プロジェクト期間 10 年間 運転期間 9 年間 

年間稼動日数 320 日 インフレ率 2.0％ 

廃棄物処理量 639[t/d] 法人税 18％（ホスト国標準税率）

廃棄物処理費 
非乾燥汚泥：60 S$ 

乾燥汚泥:58 S$ 
減価償却 9 年間均等 

 

この条件に基づき、プロジェクトを CDM 事業として実施しない場合について、IRR を算定した結

果、評価指標よりも低い 4.36％となり、事業としての採算性が低いことが明らかとなった。 

また、上記評価の前提条件が変動した場合の事業収益性に与える影響度についても検討した。追

加性証明ツールのガイドラインには、総投資額、もしくは総収入の 20％以上を占めるパラメータに

ついて感度分析を行うよう指示がある。本件で総投資額の 20％以上を占めるものは初期投資であり、

総収入の 20％以上を占めるものは唯一の収入である処分費である。ただし、本件では建設が既に始

まっているため初期投資は確定しており、処分費は事業者と発注者の契約で決まっているため、変

動し得るパラメータは運転費の中にしか存在しない。さらに、運転費の中で総投資額の 20％以上を

占めるものはない。そこで、運転費の中で総投資額の 10％以上を占めるものとして焼却灰処分費、

電気使用料、天然ガス使用料の IRR への影響度を確認した。 

焼却灰処分費、電気使用料、天然ガス使用料がそれぞれ-10％～+10％変動した場合の IRR の感度

分析を行った結果、いずれの場合も評価指標（5.33％）を下回った。したがって、本プロジェクト

は投資対象としての資金的魅力に乏しいことが確認された。 

 

運転費変動幅 -10% -7.5% -5.0% -2.5% 0% +2.5% +5.0% +7.5% +10% 

焼却灰処分費 5.14 4.95 4.75 4.56 4.36 4.16 3.96 3.76 3.56 

電気使用料 5.19 4.99 4.78 4.57 4.36 4.15 3.94 3.72 3.51 

天然ガス使用料 4.92 4.78 4.64 4.50 4.36 4.22 4.08 3.93 3.79 

  単位：％ 

 

＜STEP4：一般的慣行分析＞ 

シンガポール国内では、下水汚泥の焼却事業の実績はなく、本プロジェクトが初の試みとなる。

また、隣国のマレーシアでは先進的な下水汚泥の処理として、行政新首都として開発中の連邦直轄

領であるプトラジャヤにおいて流動床およびドラム式乾燥炉の 2基が稼働中であるが、これらのプ

ラントは採算性を考慮していない 100％政府出資によるものであるため、比較対象とはならない。

なお、インドネシアでは天日干しによる乾燥後、肥料化、コンポスト化、 終処分が一般的慣行で

あり、下水汚泥の焼却は実施されていない。以上の理由から本プロジェクトはいわゆる“First of 

its kind”のプロジェクトであり、ステップ 4を実施する必要がない。 

 
(11)事業化の見込み・課題 

  本プロジェクトはすでに建設が始まっており、下水処理汚泥焼却事業は 2009 年 4 月から運転が

開始される。CDM 事業化については、Validation プロセスに着手しており、シンガポール政府承認

手続きを開始している。したがって、CDM 事業化に向けて順調に進めている。 

本プロジェクトには、様々な事業リスクが存在する。現時点では重要度の大きいものから順に、

CDM プロジェクト化リスク、クレジット価格リスク、技術リスクを想定している。本事業の実施に

向けては、可能な限りこれらのリスクを回避するよう心がける。 
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４．（プレ）バリデーション（実施した場合のみ） 

  本調査範囲では実施せず。 
 
 
５．ホスト国におけるコベネフィットの実現 

(1)ホスト国における公害防止の評価 

  NEA 職員や ECO 社の発言、利害関係者ミーティングの結果をまとめると、シンガポールでは次の

ようなニーズが存在する。 

 新たな処分場の用地確保が困難である 

 埋立処分場周辺域の水質悪化・悪臭問題を解決したい 

 技術によって温暖化防止に貢献したい 

 

本プロジェクトによって、次のような環境改善・公害防止が実現できると考えられ、上記のホス

ト国のニーズを満たすことが可能である。 

 焼却処理により廃棄物の大幅な減容化が可能であり、処分場逼迫問題の改善に貢献できる 

 焼却処理により不活性な焼却灰のみを投棄することとなり、埋立処分場周辺域の水質悪

化・悪臭の防止に貢献できる 

 東南アジア諸国では普及していない日本の焼却技術の移転を伴い、ホスト国の温暖化防止

技術に関するキャパシティビルディングが可能である 

 
（2）コベネフィット指標の提案（提案できる調査結果がある場合） 

本プロジェクトでは、ホスト国においてニーズの大きい処分場逼迫問題に対して貢献できる。具

体的には、639[t/d]の下水汚泥廃棄物を焼却処理により約 73[t/d] と、約 1/9 にまで減容化するこ

とが可能である。また、上記のような項目を参考に、下表のような軸を設定して CDM プロジェクト

を温室効果ガス削減以外の点から評価することができる。 

 

事例 
評価項目 配点 評価の視点 

焼却処分 コンポスト 埋立処分 

減容化 40 現状からの減容率の程度 40 30 0 

水質汚濁防止 5 現状からの改善率 5 3 0 

悪臭防止 5 現状からの改善率 5 3 0 

公害指標（50 点満点） 50 36 0 

技術移転 20 First of its kind か 20 10 0 

住民理解 10 雇用創出につながるか 5 8 10 

ホスト国政府方針 20 政府方針との親和性 20 5 0 

社会指標（50 点満点） 40 23 10 

コベネフィット指標得点（100 点満点） 90 59 10 

 

以上 


